
平
成
二
十
年
度
決
算

議
決

一
、
本
件
決
算
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
。

二
、
内
閣
に
対
し
、
次
の
と
お
り
警
告
す
る
。

内
閣
は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
結
果
を
本
院
に
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。

１

平
成
二
十
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
指
摘
金
額
が
二
千
三
百
六
十
四
億
五
千
万
円
と
二
年
連
続
で
過
去
最
悪
と

な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
不
当
事
項
等
の
指
摘
件
数
も
過
去
二
番
目
に
多
い
七
百
八
件
に
上
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
不
適
正

経
理
や
無
駄
遣
い
等
の
指
摘
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
歳
出
全
般
に
わ
た
っ
て
無
駄
の
排
除
を
厳
し
く
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
本
院
の
度
重
な
る
警
告
等
に
も
か
か

わ
ら
ず
不
適
正
な
公
費
支
出
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
予
算
執
行
の
適
正
化
に
向
け
た
抜
本
的
な

再
発
防
止
策
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

２

国
等
か
ら
多
額
の
公
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
公
益
法
人
に
つ
い
て
、
内
部
留
保
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
法
人

が
国
費
等
交
付
先
法
人
全
体
の
三
分
の
一
程
度
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
所
管
府
省
Ｏ
Ｂ
が
多
数
天
下
り
、
か
つ
Ｏ
Ｂ
の
在

籍
人
数
が
多
い
法
人
ほ
ど
所
管
府
省
か
ら
の
支
出
額
が
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て



い
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
。

政
府
は
、
公
益
法
人
に
対
す
る
国
等
か
ら
の
公
費
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
を
絶
え
ず
検
証
す
る
と
と
も
に
、
所

管
府
省
Ｏ
Ｂ
が
在
籍
す
る
公
益
法
人
へ
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
特
に
透
明
性
の
確
保
に
努
め
、
そ
の
妥
当
性
に
関
し
て
説

明
責
任
を
十
分
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

３

独
立
行
政
法
人
の
締
結
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
が
依
然
と
し
て
半
分
程
度
を
占
め
、
競
争
契
約
で
の
一
者
応

札
の
件
数
割
合
が
四
割
以
上
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
落
札
率
が
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
契
約
が
過
半
と
な
っ
て
い
る

な
ど
、
実
質
的
な
競
争
性
が
確
保
さ
れ
に
く
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
業
務
運
営
及
び
役

員
人
事
等
に
つ
い
て
も
、
国
家
公
務
員
Ｏ
Ｂ
が
役
員
に
多
数
天
下
り
し
て
お
り
、
ま
た
、
関
連
法
人
と
不
透
明
な
契
約
関

係
に
あ
る
法
人
も
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
、
運
営
費
交
付
金
等
の
多
額
の
財
政
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

契
約
の
競
争
性
の
確
保
及
び
役
員
人
事
を
始
め
と
す
る
適
正
な
業
務
運
営
を
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

４

消
防
庁
が
、
平
成
二
十
一
年
九
月
に
高
度
救
命
処
置
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
大
量
調
達
し
た
契
約
は
、
一
般
競
争
の
体
裁

を
取
り
な
が
ら
、
仕
様
、
入
札
参
加
条
件
、
予
定
価
格
等
の
決
定
及
び
審
査
等
に
お
い
て
、
透
明
性
や
公
平
性
を
欠
い
て



い
た
上
、
販
売
者
の
複
数
応
札
が
あ
っ
た
入
札
も
実
態
は
同
一
製
造
者
か
ら
の
調
達
で
あ
る
な
ど
、
契
約
の
競
争
性
向
上

や
予
算
節
減
に
対
す
る
配
慮
を
著
し
く
怠
っ
て
お
り
、
国
民
の
多
大
な
不
信
を
招
い
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
予
算
の
効
率
的
使
用
を
徹
底
す
る
た
め
、
調
達
に
係
る
審
査
方
法
及
び
審
査
基
準
を
一
層
明
確
化
す
る
な
ど

し
て
手
続
の
透
明
性
等
の
向
上
を
図
り
、
契
約
の
競
争
性
が
実
質
的
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

５

平
成
二
十
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
内
閣
府
を
始
め
と
す
る
一
府
四
省
の
物
品
購
入
等
に
当
た
り
不
適
正
な
経

理
処
理
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
農
林
水
産
省
及
び
国
土
交
通
省
所
管
の
国
庫
補
助
事
業
に
係
る
事
務
費
等
に
関
し
て
も
、

会
計
検
査
が
行
わ
れ
た
地
方
自
治
体
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
虚
偽
の
書
類
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
需
用
費
等
が
支
払
わ
れ

て
い
た
事
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
全
府
省
を
対
象
に
会
計
法
令
等
の
遵
守
を
徹
底
す
る
な
ど
し
て
内
部
統
制
機
能
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地

方
自
治
体
に
対
し
て
も
、
国
庫
補
助
事
業
に
係
る
経
理
の
適
正
化
に
向
け
て
指
導
・
助
言
を
積
極
的
に
行
い
、
公
金
の
使

用
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

６

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
は
、
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
平
成
十
八
年
度
か
ら
三
年
連
続
で
委
託

費
等
に
関
し
て
不
当
事
項
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
同
機
構
が
二
十
一
年
度
に
発
注
し
た
地
方
委
託
事
業
に
関
し
て
、



委
託
先
の
十
二
道
県
の
雇
用
開
発
協
会
等
に
お
い
て
契
約
に
違
反
す
る
経
費
や
飲
食
費
に
支
出
す
る
等
の
不
適
切
な
経
理

処
理
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
同
機
構
の
業
務
運
営
の
適
正
化
に
向
け
て
、
役
員
人
事
の
刷
新
や
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
業
務
委
託

の
妥
当
性
の
検
証
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
二
十
三
年
度
以
降
、
同
機
構
が
自
ら
担
う
こ
と
と
し
た
現
行
の
地
方
委
託
事

業
に
つ
い
て
、
円
滑
か
つ
効
率
的
な
実
施
を
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

７

航
空
自
衛
隊
が
発
注
し
た
オ
フ
ィ
ス
家
具
等
の
調
達
に
関
し
て
、
航
空
自
衛
隊
第
一
補
給
処
の
職
員
が
Ｏ
Ｂ
の
天
下
り

先
で
あ
る
メ
ー
カ
ー
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
注
目
標
を
事
前
に
設
定
す
る
な
ど
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
二
十
年
度
ま
で

の
四
年
間
に
結
ん
だ
三
百
十
一
件
の
契
約
に
お
い
て
、
官
製
談
合
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
平
成
十
六
年
度
決
算
に
関
す
る
本
院
の
警
告
に
お
い
て
、
防
衛
施
設
庁
の
官
製
談
合
を
指
摘
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
再
び
官
製
談
合
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

８

独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
部
の
実
質
的
機
能
を
他
県
へ
移
転
し
、
そ
の
た
め
独
立
行
政
法
人
通
則
法
に
お
い
て
毎
年
度

大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
諸
表
も
、
平
成
十
九
年
度
以
降
承
認
さ
れ
て
い
な
い
不
正
常
な
状
況
が



継
続
し
て
い
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
。

政
府
は
、
同
機
構
に
対
し
、
法
令
違
反
の
疑
義
あ
る
状
態
を
早
急
に
是
正
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
る
よ
う
、
指
導
を

徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。


